
所管事務視察調査報告（議会運営委員会）

令和４年６月７日松前町議会第２回定例会において承認された閉会中の所管事

務視察調査を終え、議会運営委員会委員長から別紙のとおり所管事務視察調査報

告書の提出があったので、これを報告する。

令和４年９月５日提出

松前町議会議長 伊 藤 幸 司



令和４年９月１日

松前町議会議長 伊 藤 幸 司 様

議会運営委員会委員長 沼 山 雄 平

所管事務視察調査報告書の提出について

本委員会は、令和４年６月７日松前町議会第２回定例会において承認を得た所

管事務視察調査を終えたので、松前町議会会議規則第７７条の規定により、別紙

のとおり所管事務視察調査報告書を提出いたします。



議会運営委員会所管事務視察調査報告書

１ 所管事務視察調査

（１）調査事項

議会運営及び議会だよりの編集について

（２）調査年月日

令和４年７月２５日～２８日（４日間）

（３）視察先

① 栃木県那須町議会（２６日）

② 茨城県取手市議会（２７日）

（４）視察参加者

沼山委員長、飯田副委員長、近江委員、斉藤委員、伊藤議長

（随行者 鍋島事務局長、三上主任）

２ 視察調査内容

（１）栃木県那須町議会

那須町は、栃木県の北部に位置し、面積は３７２．３４㎢で東北に福島県

白河市、西には那須塩原市に隣接している。人口は２４，３９３人、世帯数

は１０，５７６世帯（令和４年７月末現在）を有している。

① 議会の概要

議員定数１３人で、常任委員会は総務産業及び民生文教の各常任委員会

で６人ずつ、議会運営委員会は５人で構成されている。

② 議会運営について

一般質問について、通告期日を定例会招集日の３週間前の午後５時とし

ており、その後「質問者、時間帯及び質問事項」を表示した議会だより臨

時号を作成し、自治会を通じて全戸配布するなど、町民に周知している。

質問時間は答弁を含め６０分以内とし、一問一答方式で行い、執行部への

反問権を付与している。また、質問日当日の１時間前に議場コンサートを

行うなど、誰もが気軽に議場に来場できる環境づくりを創出している。

常任委員会においては、令和２年から「委員会による代表質問制度」を

実施している。加えて、町内の課題等を分析し、広く議論を重ね、関係団

体とのヒアリングや町民からのパブリックコメントを実施しながら、「那

須町ケアラー支援条例」をまとめ、令和４年に議員により提案し、条例を

制定している。

予算審査については、令和２年から当初予算のみならず補正予算につい

ても慎重に審査できるよう「予算審査特別委員会の通年化」を導入してい

る。



また、政策提言にも重点を置き、議会報告会を実施するとともに、若年

者にはＷｅｂアンケートを行うなど、それで得た意見から政策をまとめ、

執行機関に提言している。

さらに、ＩＣＴの活用では、新型コロナウイルス感染症の流行を機に、

令和３年に議会タブレットを導入し、予算書及び決算書を除いて議案のペ

ーパーレス化を行っているほか、委員会においてＺｏｏｍによるオンライ

ン会議を試行している。

③ 議会だよりの編集について

広報紙「ＮＡＳＵＭＡＣＨＩ議会だより」については、年４回の発刊で、

議会広報特別委員会を設置し、委員により編集作業を行っている。内容に

ついては、議会広報編集マニュアルに沿って議員自ら紙面の企画・編集作

業を行い、町民が読者であるということに主眼を置き、「読みやすく、わ

かりやすい、親しみのある」議会広報を目指している。編集面では、議会

主体の記事のみならず、「町民や傍聴者の声」を掲載し、町民視点の内容

を紹介しているほか、新型コロナウイルス感染症下において、外出自粛や

行動制限の措置が行われたことから、影響が大きい産業団体や学校などか

ら直接声を聴くためヒアリングの機会を設け、委員全員で取材するととも

に、現場での意見を紙面に反映させ、その状況を町民に伝達するなど、町

民主体の記事も心がけている。

さらに、平成３１年４月からは、町民の意見を編集と議会活動に反映さ

せることを目的とした「議会広報モニター制度」を導入し、１３名の町民

をモニターに委嘱し、広報紙発行ごとに紙面に対する意見聴取や議員を交

えて定期的にモニター会議を開催するなど、広報紙の充実に努めている。

その結果として、令和３年１１月号から広報紙の綴じ方について、従来の

「縦書き右綴じ方式」から読みやすいよう「横書き左綴じ方式」に変更し

ている。

また、広報紙のオールカラー化を目指しているが、予算的に難しいこと

もあり、まずできる範囲としてＷｅｂ版のみ写真のカラー化を取り入れて

進めている。

（２）茨城県取手市議会

取手市は、茨城県の南端に位置し、東西に９．３㎞、南北に１４．４㎞、

面積は６９．９４㎢で東に龍ケ崎市、西に守谷市、南に千葉県柏市、我孫子

市、北にはつくばみらい市に隣接している。人口は１０６，７６５人、世帯

数は５０，３９５世帯（令和４年７月末現在）を有している。

① 議会の概要

議員定数２４人で、常任委員会は総務文教、福祉厚生、建設経済の各常

任委員会及び議会運営委員会で８人ずつ構成されている。



② 議会運営について

一般質問について、通告期日を定例会告示日前日の午後３時としており、

順序については、通告書受付順に選択することができ、質問時間は答弁を

含めて６０分以内となっている。また、執行部への反問権が付与されてい

て、答弁者が反問権を行使した場合においては、さらに１０分の追加とな

っている。

ＩＣＴの活用では、新型コロナウイルス感染症が発生した令和２年に議

会タブレットを導入し、予算書及び決算書も含め議案の完全ペーパーレス

化を行っているが、予算書及び決算書は一般向けに有料で販売されている

こともあり、現段階においても議員の半数程度が購入している状況にある。

また、委員会運営においては、タブレット表決システムを導入するとと

もに、音声認識機能による字幕表示等も活用しながら、Ｚｏｏｍによるオ

ンライン会議を積極的に推進しているところである。加えて、地方議会に

おけるデジタル改革をさらに推進するため、本会議においてもオンライン

により実施できるよう「地方自治法の改正を求める意見書」を市議会で採

択するとともに、国に対し要望活動を行っている。

そのほか、オンラインを通じた「市民との意見交換会」を行っているほ

か、東日本大震災時の経験から、議会災害対応規程を整備するとともに、

ＩＣＴを活用した災害対応訓練を実施している。

さらに、令和２年には、早稲田大学などと協力・連携し、それぞれの知

見を発揮することを目的とした官民学連携による「デモテック協定」を締

結したほか、令和３年には、民間企業と「音声テック関連技術提携協定」

を行い、最新映像設備の提供と音声文字データ要約機能の検証を進めてい

る。加えて、令和４年には、市民の理解度や議会への関心向上を支援する

ことを目的として、自治体では初めて「議会会議録視覚化システム」を試

行導入したところである。

③ 議会だよりの編集について

広報紙「ひびき」については、年４回の発刊で、企画から編集・発行ま

で議会事務局職員が行っていて、全戸配布はしていない。令和２年度より

紙媒体を廃止し、Ｗｅｂ版としてホームページにのみ掲載しているもので

あるが、Ｗｅｂ版では情報を入手できない市民のために紙媒体による４ペ

ージのオールカラー化した概要版を発行している。配布方法は、希望者に

郵送しているほか、市内の公共施設、郵便局、駅及びコンビニエンススト

ア等に配置している。

掲載内容のうち、一般質問はＷｅｂ版のみで、概要版では、提出議案と

議員の賛否も含めた議決結果を中心に掲載している。

また、合併前の旧藤代町時代から、議会メールマガジン「ひびきメー

ル」として、会期や議事日程、一般質問通告事項及び採決の結果等を即時



Ｅメールで配信しているほか、「Ｔｗｉｔｔｅｒ」による情報の伝達も行

い、加えて令和２年からは「取手市議会・議会事務局Ｆａｃｅｂｏｏｋペ

ージ」を開設し、定例会や委員会の開催情報をはじめ、イベントや行事な

どの議会活動を速やかに発信している。

３ 所見

（１）議会運営について

那須町議会においては、平成２５年に議会基本条例を制定して以降、様々

な取り組みを推進し、特に町民の声を積極的に聴取し、それを今後の議会活

動に生かすことや議会への関心を高めることに重点を置き進めている。この

ことは一般質問の進め方にも現れており、時間とコストを要してでも町政の

課題等が町民と情報共有できるようシステムが構築されている。

さらに、議会による執行機関への政策提言をはじめ、議員提案条例の制定

など、二元代表制の機能を十分生かしながら議会運営を進めており、当町議

会としても、町民との対話の機会を増やしながら、条例や政策も含め議員提

案できるよう進めていく必要がある。

議員の経験年数では全員が２期以下であるが、オンライン会議の試行をは

じめ、議場コンサートの実施など、新しい視点に立った取り組みが行われ参

考となるものであった。

また、取手市議会においては、早稲田大学マニフェスト研究会による議会

改革度ランキングが２年連続全国１位で、ＩＣＴを活用したオンライン会議

の先進地である。早稲田大学など４者と協定を締結した「デモテック宣言」

や、事業者と「音声テック関連技術提携協定」を行い、ＩＣＴ化のさらな

る推進を進めている。

都市部であることや若年世代が多いという要因もあり、オンラインの活用

は必要なツールであるものと推測する。一方で、対面方式による会議は議会

運営の基本であり、傍聴も含め一つの会場で執行機関や議員が議論する過程

は元来の民主主義の姿と思われる。加えて、ネット弱者が存在することも考

慮しなければならない。

今後、ＩＣＴ化を進めていくことは、時代の流れではあるが、住民主導の

議会であることが理想とするならば、住民の声を広く吸い上げて進めていか

なければならない。

当町議会としても、委員会において、大規模災害や伝染病発生時等におけ

るオンライン会議の実施が喫緊の課題であり、先進地の内容等を精査しなが

ら、今後「松前町議会委員会条例」の改正を進めていく必要がある。

（２）議会だよりの編集について

那須町議会においては、全国町村議会議長会による令和３年度町村議会広

報コンクールで「奨励賞」を受賞し表彰されている。議会基本条例に位置づ



ける広報活動の一環として、町政に関わる重要な情報を町民に届けるため、

その充実強化に取り組んでおり、内容も「各常任委員会の動き」をはじめ、

「町民及び傍聴者の声」、さらには、議員が町内を巡回し報告する「議員見

聞録」など特色のあるものを掲載している。

さらに、平成３１年からは、設置している議会広報モニターからの意見を

参考として、写真を多用し、文書を簡潔にするなど様々な工夫を重ねるとと

もに、令和３年１１月号からは、「縦書き・横書き」「右綴じ・左綴じ」と

いう基本的な編集方法について、大きく変更している。

また、取手市議会においては、会議録の文字起こしにＡＩ音声認識システ

ムを活用していることから議会だよりの作成に時間短縮が図られ、本会議の

翌月には発行できるようになっている。紙媒体は、概要版として配布されて

おり、詳細については、紙面上のＱＲコードを読み取ることで、議会ホーム

ページにアクセスされ内容が確認できるようなっている。

ＳＮＳによる情報発信を多用していること、さらには予算面や都市部とい

う地理的な観点から全戸配布となっていないものと推測するが、議会広報と

して発行するのであれば、原則として全戸配布すべきものと考える。

当町議会としても、議会モニターの意見を参考としながら進めており、紙

面上のＱＲコードの読み取り機能についても実施している。今後は将来的な

デジタルツールの活用について検討を行うとともに、「町民及び傍聴者の

声」等の新しい視点や綴じ方などの基本的な編集方法について研究を重ね、

全体的なオールカラー化も含め読みやすい紙面づくりとなるよう進めていく

必要がある。


